
広
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
二
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
七
十
一
条
第
四
項
で
準
用
す
る
第
百
二
十
条
第 

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

広
島
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内
水
面
漁
場
管
理
委
員
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長 

山 
 

崎 
 

英 
 

治 

第
一 

指
示
の
内
容 

 
 

一 
 

持
ち
出
し
等
の
禁
止 

 
 
 
 

県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
ら
と
連
接
一
体
を
成
す
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ
（
マ
ゴ
イ
及
び
ニ

シ
キ
ゴ
イ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る

疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
水
系
に
お
い
て
採
捕
し
た
コ
イ
を
当
該
水
系
か
ら
持
ち

出
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

た
だ
し
、
公
的
機
関
が
疾
病
検
査
等
に
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 
 

二 

放
流
等
の
制
限 

１ 
 

広
島
県
知
事
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
水
系
に
コ
イ
を
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

広
島
県
知
事
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
水
系
以
外
の
県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
ら
と
連
接
一
体

を
成
す
水
面
に
コ
イ
を
放
流
す
る
場
合
は
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た

水
系
又
は
養
殖
場
で
、
採
捕
さ
れ
、
又
は
養
殖
さ
れ
た
コ
イ
で
は
な
い
こ
と
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に

よ
り
、
そ
の
コ
イ
群
が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
陰
性
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。 

３ 

生
死
を
問
わ
ず
、
県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
ら
と
連
接
一
体
を
成
す
水
面
に
コ
イ
を
遺
棄

し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二 

指
示
の
有
効
期
間 

 
 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日
か
ら
令
和
八
年
十
一
月
三
日
ま
で 

第
三 

当
該
水
系
の
範
囲 

 
 
 

広
島
県
知
事
が
公
表
し
た
範
囲
と
す
る
。 

 


